
39 
 

納税貯蓄組合 

制度 

● 納税を容易かつ確実にするため、計画的に貯蓄を行う納税貯蓄組合の制度があります。 

● 納税貯蓄組合に加入しますと、みんなで協力し合いながら資金の積立てをして納税ができるようになります。 

組合員の利点 

● 納税貯蓄組合貯金の利子には、所得税や利子等に係る県民税がかかりません。 

● 組合の業務に関する書類などには、印紙税がかかりません。 

 

 

納付方法の拡充 

 

 

● インターネットバンキングや銀行ＡＴＭから「ペイジー納付」 

● 24 時間いつでも全国のコンビニエンスストアで「コンビニ納付」 

● クレジットカードを使って決済「クレジットカード納付 （地方税お支払いサイト(外部サイト)）」 

● スマートフォン決済アプリで納付「ペイアプリ納付」 

※地方税共同機構が指定するペイアプリに限ります。 

口座振替 

 

 

● 申込書は口座振替ができる金融機関の店舗又は県税事務所に用意していますので、是非ご利用ください。 

● 銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合の全国の本支店（一部の金融機関は県内本支店）において開設した預金口

座で口座振替ができます。 

● 申し込みの際には、金融機関届出印をご用意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

納 税 は 、 日 掛 け 、 月 掛 け 、 心 掛 け 

県税の納付方法が増え、納税がより便利に、より身近になりました。 

個人事業税と自動車税（種別割）の納税には口座振替が大変便利です。 


